
令和3年10月29臼判決言渡同日原本領収裁判所書記官

■■■■■■■■運転免許取消処分等取消請求事件－ ■■■■■
画

口頭弁論終結臼令和3年8月24画~

決判

5

原 告

同訴訟代理人弁護士

大阪市中央区大手前2丁震1番2之号

被 告

同代表者兼処分行政庁

同委員会代表者委員長

同訴訟代理人弁護士

詞・

同

伺指定代理人

主

1原告の請求をいずれも棄却する。

2訴訟費用は原告の負担とする。

事実=及び

山 中 理 司

大 阪 府

大阪府公安委員会

高 瀬 桂 子

井 上 隆 晴

井 上 卓 哉

麻生川 典 晃

別紙1指定代理人目録のとおり
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理由

第1請求

1大阪府公安委員会が令和元年10月ZS日付けで原告に対してした，運転免

許を取り消す処分を取り消す｡

Z大阪府公安委員会が令和元年10月23日付けで原告に対してした，同日か

ら■間を運転免許を受けることができない期間として指定する処分を取り消

す。

第2事案の概要

， 1
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本件は’■■■■■■運転免許を受けていた原告が,普通乗用自動車(以
下『原告車』という。）を運転中,信号機により交通整理が行われている交差

点（以下「本件交差点』という。 ）に進入するに際し，対面信号機が赤色信号

を表示しているのにこれを殊更に無視し,重大な交通の危険を生じさせる速度

で富動車を運転する行為によ診，問交差点東側に南北方向に設置された横断歩

道似下『本件横断歩道』という。 ）上を進行してきた自転車に窒車を衝突さ

せ,同富転車の運転者(以下[本件被害者』という。 ）に■■■間の加療を要

する傷害を負わせたという違反行為(『危険運転致傷等(治療期間■■■以上)｣。

上記交通事故を，以下「本件事故」という｡)をしたことを理由として，大阪

府公安委員会から，令和元年10月23震付けで，上記運転免許を取り消し，

運転免許を受けることができない期間を同日か■間と指定する旨の各処分

（以下，併せて『本件処分』 という。》を受けたことについて，本件処分の理

由とされた危険運転致傷罪に当たる行為減認められないなどと主張して，本件

処分の取消しを求める事案である。

1 関係法令の定め

関係法令の定めは，別紙2 「関係法令の定め」のとおりである（同別紙中で

定めた略称は，以下においても同様に用いる。 ） ○

2前提事実（争いのない事実，顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨

により容易に認められる事実）

（1）原告

原告は，■■■■■大阪府公安委員会から,第一種運転免許

のうち■■■■■■■}=係る運転免許証の交付を受けた(以下,同運転免
許証に係る免許を『本件免許』 ・という。 ） （甲S0,甲SS) 。

(2)本件事故の状況等
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向かうため，普通乗用自動車
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■■■■■■■■■原告車｡GPS機能付きのドﾗｲプﾚｺｰダｰを装

先の■■
つ

着I_/ていた◎ ）を運転峰

■■■■■(本件交差点｡本件交差点は,信号織による交通整理が行われて
いる交差点である。 ）を東から進入して北に右折するに際！",折から同交差

点東側に設置された本件横断歩道上を南から北に向け進行してきた本件被害

者の運転する雪転車の右諭部に原告車の左舗部を衝突さぜて， 富転車もろと

§

も本件被害者を転倒させ，本件被害者#
◆
一
色

の傷害を負わせた(本

弁論の全趣旨)｡件事故〉 曇〈甲璽の1,¥3,甲塞， 甲9,甲12の1,弁論の全趣旨)｡

(3)刑事処分等

大阪府■■警察署司法警察員は,本件事故につき，過失運転致傷被疑事件

として捜査を開始し，その後，令和元年ら月29a,罪名を過失運転致傷罪

から危険運転致傷罪に剛替え,危塵運転致傷被疑事件として所要の捜査を

行い，同年9月2宴， これを大阪地方検察庁検察官Iこ送致したく甲21, 甲

2S,甲2S) ｡
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1■|■■■■(甲2の雲此
鯉）本件処分等

ア大阪府公安委員会は，令和元年10月.23a,原告は;本件事故におい

て，特定違反行為である危険運転致傷罪（童動車運転死傷行為処罰法Z条

5号〉に当たる行為をしたとの認定を前提に，同特定違反行為に係る累積

点数が■点(危険運転致傷等(治療期間■■■以上) )となり，原告に

は前歴がないことから.，法103条2項5号及び濁条s項並びに令39条

γ項■■■の各規懲こ該当するとして"*XO饗粂1項の規定に基づく意
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見の聴取を行った上，飼濁，原告に対し，本件免許を取り消し，欠格顛悶

を同震から■間と指定する言の各処分(本件処分)をした（甲”から

31まで（枝番を含む急 〉 ，甲38,弁論の全趣旨） 。

イ原告は，令和Z年1急室●窪，本件処分を不服として，大阪府公安委員

会に対し，行政不服審査法に基づく審査請求をした｡

大阪府公安委員会ば，令和S年1213画付けで，原告に対し，上記審
.r

査請求を棄却する旨の裁決をした。

（甲SS) .

ウ原告は,令和3年2月22a,本件訴えを提起したく顕著な事実) 6

s争点

(1)危険運転致傷罪〈童動車運転死蕩行為処罰法2条5号(人を負傷させた場

合）の罪)に当たる行為の有無（争点1） ､

（室）本件処分に裁麓権の範瀦の逸脱・濫用があるか否か（争点2）

4争点に関する当事者の主張の要篝 ．

（1）争点1 （危険運転致傷罪に当たる行為の有無） ＃こついて ・

（被告の主張の要旨）

ア(ｱ>原告は’本件交差点東側に設けられた停止線似下『本件停止線』 と

いう。 ）手前約2X、 2mの蝋点;こおいて，対面信号機（以下『本件信

号機』というd )が赤色Iご変わったのを認め，かつ同地点において停止

線手前で止まることができたに､もかかわらず(上記地点1℃こおげる原告車

の走行速度は時速約15kxnであった。 ) ,これを無視して本件交差点

宰
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に進入している。

そうすると，原告減，『赤色信号…を殊更#こ無視し』た之いえる。

㈱原告は，捜査段階における上記趣言の供述や指示説明には億用性がな

いと主張するが，原告の捜査段階の供述は， 承ライブレコーダーの精査

結果と合致してお参,警察官が誘導して調書を作成した事実もないから，

込
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原告の主張は失当である。

イ本件交差点東側には本件横断歩道が設けられてお妙本件横断歩道#こは

横断する歩行者や軽車両が通行するところ，本件横断歩道手前（東側）に

は■■があ診，原告箪のようiこ本件交差点に東鈍から進入する車両にとっ
ては，進行方向から本件交差点で南北Iこ交差する道路似下『南北道路』

というd )及び歩道の見通しが妨げられ9 ･歩行者等の発見が遅れる可能性

の高い危険な場所である。 i

そして，時速約20kmで走行する富動車〈本件被害者との衝突時にお

ける原告車の走行速度は時速約”遼蝋であった。 ）が上記歩行者や軽車

両などと衝突すれば，歩行者や軽車両の運転者に重大な結果が生じる可能

性が高いことは弱らかであり，実際,本件では,本件被害者に■■■間の

加療を要する傷害が生じるという重大な事故が発生している。

そうすると，本件交差点に時速約2()kmで進入した原告の行為は， 『重

大な交通の危険を生じさせる速度で富動車を運転』する行為に当たる。

ウしたがって，原告は，本件事故において，危険運転致傷罪に当たる行為

~
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をしたといえる。

（原告の主張の要旨）

ｱ制原告が，本件信号機が赤色信号を表示していること#こ気付いたのは，

本件停止線手前約10｡ Smから本件停止線の間の地点である。それよ

畔前の地点でそれ;こ気付かなかったのは,■■■■■■■■■20

本件事故の際，原告は前を向い

て運転していたから，本件信号機の黄色灯火及び赤色灯火が視界に入っ

ていたはずであるが，なぜか本件事故の現場の手前まで赤色灯火に気付

かなかつた。
今

･そして，原告は，
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徽や薬などの影響下#こある人と潟撚墓制動措麓が遅くな・たと考えられ，

，少なくとも反応時濁として約霊秒懲必要であったといえることを踏まえ

。ると，原告車〈上記蝋熱こ蕊載る速度ば,時速約璽Ckmであった。 》

の停止距離は，約is.3篭鍾であり，原告は，本件傭号機が赤色信号

を表示していること;こ気付いた鋳点でば,原告車を停止線で停止させる

こどが不可能であった。

そうする塗，原誉は， 『赤色信号…を殊識こ無視“たと織いえない。

㈱a漂蕾は，令和元年s月XS蕊の実況見分;こおいて，本件繧号機が赤

色億号を表示していることに気付いた地点として，本件停止線手諭約

2X"窒鋤の地点を構示I"てお諺，繍急窒謬愚の駁調べにおいて,上

記実況見分の結熟こ沿う供述をしている。
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原告は,この

ような運由から，警察官の誘導に従って上記の指示説明や供述をしたー

にすぎない。このような捜査は，原告の無知#こ乗じて行ったものであ

認

る。

なお，原告職こ搭載されていたようなGPS機能付きの獄ライブレ

働一グーの場合， 猿ライブレ嵐一グーの表承速度は，当該舅動箪の直

近の移動蕊難を経過時間で擁したものであり， 朕ライブレ域一グーの

爾儀<"1C)に表示された速湊も，その約x秒舗のものを表示して

蕊
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いると考えられるし,表示されている位置鶴係（Fライブレコーダー

のG'PS機能が計測し， 原ライブレ轍一ダ…衝像上#こ表示された緯度

や経度〉もずれていると考えられる。甲XO添付の導真番号Sから1

cまでで原告車の位職逗変化がないこと臓，そのことを示している。

本件被害者の富転童の車高激。. g猟である剛こ，原告蕊のボンネ

ットのX. C2蝋の高さ渥擦遥痕があることは<"g),原告車が急

ブレーキを掛けてゾーズダイブ（急ブレーキを掛けたことIこより車爾

前方が沈み込むこと．甲薯謬)が生じた蓮とを示している。しかるI蓮，

原告の警察官認識こは原告が急ブレーキを踏まなかったとの供述が録

取されている（甲重憲のX, 2) ｡

わ原告の検察官調霧に織，原告が本件交差点の億号が金赤状態となっ

ている鰊こ本件交差点鐙通過しようとした篝の供述が記載されている。

しかし，鋳速霊C遼馳の場合, X秒鋤こ進行する速度減約憲｡ 6"

にすぎな諺､ところ，本件交差点の全赤状態繊3秒間しかないから，本

件交差点の直鯲こおける原告車の速度僻速22km)を前提として

も， 2．斑以上の道幅がある本件交差点を全赤状態で通過することば
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到底不可龍である。原告は，

Ｊ
毎
口
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■■■■と思ったことから,上記のような供述をしたすぎない｡
c 簿速約SSk脳ないしSS童随で走行していた被告人車両の対面信

号機談赤色表識こなってから12秒後に発生した交通事故について，

被告人ば赤色表示紅気付かないまま被害識こ気付いたとの事実を認定

した瑠事判決炊阪蕊裁令藏霊年γ息霊演判泌寧裟鐙）があるから，

本件事故において原告は赤色表示に気荷かないまま被書者に気付いた

と認定されるべきである｡ ，これ産異なる蕊告の供迩や指示説鯛減捜査

2｡
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機関の作文である。 、

αそうすると，捜査段淵こおける原告の上記供述や指示説明には信用
~守

性がない。

イ本件事故の発生場所は青色信号}こ従って直進する車両は自転車し,かいな

い横断歩道であるところ，時速SO迩孤で走行する車諏こはねられた歩行

者の90%は生存すること等#こ熱らせば,横断歩道という具体的な場献こ

限っていえば，時速20k職の速度は『重大な交通の危険を生じさせる速

度』、左はいえない。現に，本件事故により，本件被害者は自転車ごと跳ね

飛ばされたのではなく，本件事故自体の衝撃は必ずしも大きくない。 。

そうすると，本件交差点に時速約2．kmで進入した原告の行為は， 『重

大な交通の危険を生じさせる速度で畠勤車を運転』する行為に当たらない。

ウしたがって,原告ば,本件事故において,危険運転致傷罪に当たる行為
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②争点2〈本件処分に裁量権の範囲の逸脱・濫用があるか否か）について

(原告の主張の要旨） ：

本件事故の発生には,歩行者用の信号機が赤色檮号を表示しているときに

道路の横断を開始した本件被害者#こも一定の過失があること，仮に原告車の

走行速度が「重大な交通の危険を生じさ登る速度』に当たる速度であるとし

÷茅 r笥
P げ

15

ても，その下限に近い速度であること，

本件事蜘こ係る刑事処分は,■■■20

;こ照らすと，本件

事故における原告の運転行為の実質的な危険性や悪質性の程度は著しく小さ

く，本件処分は重きに失する。

したがって，本件処分;こは裁量権の範麓の逸脱･濫用がある。

（被告の主張の要言）

令に定められている点数制度は,≦運転者の過去一定期間内の違反や事故に

蕊
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その行為の危険性に応じた一定の点数を付し，その点数の多寡によって運転

者の危険性を評価し,適正かつ効率的な行政措置を講ずるための制度である。

そうであるところ，本件事故では，確かに本件被害者にも青色信号を待たず

横断を始めていた落ち度はあるがこの点を過度に重視する必要はなく，上記

点数制度に従った処分をするこ造が原告の運転者としての危険性の度合いに

照らして重きに失すると認められる個別具体的な事情もない6 ．

したがって，本件処分には裁量権の範麗の逸脱・濫用はない。

3当裁判所の判断 ’

1認定事実

前記前提事実に加え，後掲各証拠及び弁論の全趣旨に照らすと；次の各事実

を認定することができる。

（1）本件交差点付近の状況等

ア本件交差点は，市街地内にある，南北に走る合計s車線（南行き車線に

5
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つき2車線，北行き車線につき3車線）の道路（南北道路） と，東西に走

る西方向への1車線の一方通行道路（以下「本件道路』という。 ） とが交

差する，信号機による交通整理のされた交差点であり，本件交差点西側に

は，本件信号機が設置されている。 ・

本件交差点東側<本件道路の本件交差点の手前)には停止線（本件停止

線)が設けられており,その付近に｝心§ある｡また,南北道路には東

側に歩道が設けられてお診，本件交差点東側には同歩道用の信号機と本件

横断歩道が設置されている｡本件停止線から本件横断歩道までの距離は釣

Z、 Sxnである（令和元年5月17日付け実況見分調書（甲13)の現場

見取図の⑥地点は本件停止線付近に位置するところ，同地点から本件横断

歩道の東端までの距難は,上記⑥の地点から同現場見取図の⑦地点までの

距離(5. 1m)から，本件横断歩道の東端から同現場見取図の⑦地点ま

での距離(2．Sm)を差し引いた距離とおおむね一致すると認められる｡)。

や 戸
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（甲13）

、なお，大阪府醗察署交通捜査係が令和3年6月1了臼 （木曜日）に

行った本件交差点の交通量調査によれば,同日■創ら■■■■■ま
での南北道路の交通鮒ま,車道1こつきSOS台《北行き道路につき42台，

南行き道路につき塗ら霊台）であり，上記東側歩撒こうき,歩行者2S名

〈北行き12名，南行きXS名) , 自転車14台〈北行きs台，南行きg

台〉であった（乙2)b

イ本件道路は，アスファル矛舗装がされた平坦な直線道路であり，指定速

度は時速Sc麩、に制嬢されている（甲13〉 ・本件道路から南北道路及

び南北道路東側歩道の見通しは悪く，本件停止線付近まで}こ至らないと南

北道路東側歩道における歩行者や倉転車の有無を確認することが困難であ

る（甲10 (糊こ写真番号空) ,甲13 (樹こ写真番号第13号及び第1

4号） ） 。

ウ本件事故当時の本件信号機の信号サイクルは,青色表示の後，黄色表示

がS秒，次いで赤色表示#こ至るものであるが，その赤色表示の雷頭3秒間

は，交差道路の信号表示も赤色〈いわゆる全赤）でありたく甲ら） 。

本件事故直耐乏おける原告車の走行状況及び原告の本件信号機に対する認

識等

ｱ原告“■■■■■■■■嘩套) ,■か壱
一ご向かうため，本件道路を東から西に向かって走行していた｡天候は

晴れであった6なお,原告は,本件事故の約■■■論から,■■■■■■

■■■向かうため,-本件道路を”毎回利鶏していた｡ま
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た，原告は，

■■■■■■■■■,前方を向いて運転をしていた。 （甲25の
X,弁論の全趣雷，公知の事実）

イ原告の視力は■■■■■■■■■■■であ諺,本件免許には眼鏡等■■
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■■■■■■■■(甲=鋤。
ウ原告車にはGPS機能を有するドライブレコ学グーが設置されており，

その記録する時刻は正確であることが確認された〈甲10) 。本件事故当

時にFライブレコーダーに記録された映像は,おおむね以下のとおりであ

った。5

左にｼｬｯﾀｰの閉まった店舗■■■■■■■■，右に開店中の店舗

■■■■■■が見える地点で本件信号機が黄色信号を表示していた(撮

影臼蒔． 表示速度・時速1

21nn(画面表示は時速11kmであるが，甲10には時速12kmと記

載されており，双方とも争わない。 ） ， 甲10写真番号1) d

左にセツ子バックしているピル■■■■■■■■■■が見える地点で本

件信号機が赤色信号を表示していた(撮影日時｡同日■■■■■■■■■

■表示速度・時速19km,甲10写真番号2) 。

左にセツMﾂｸしているビル|■■■■■■■■の過半が過ぎ去っ

た時点で本件信号機が赤色信号を表示していたく撮影園時･同日■■■■■

■■■■■■表示速度･時速19km,甲10写真番号3) 。

本件停止線が見えず本件横断歩道が間近に見える時点で本件信号機が赤

色信号を表示し，本件横断歩道南端付近で歩行者が右足を踏み出して横断

し始めた(撮影日時･同日■■■■■■■表示速度･時速22k

nXp甲10写真番号4) ｡ ､

本件横断歩道力輔半分だけ見える地点で本件信号機が赤色信号を表示し，

本件横断歩道南端付近で歩行者が横断し，本件被害者が宮転車にて北行き

#こ走行していた(撮影日時･同室■■■■■■■■表示速度･時速
22kml甲10写真番号S) 。 “

本件横断歩道のほぼ全てが見えなくなった地点で本件信号機が赤色信号

を表示し，本件横断歩道を北行きに走行した本件被害者が原告車の進行方
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＝、

胸に差し掛かる位置まで達した(撮影濁時･同E

表示速度。時速22km,甲1･O写真番号6) 。

本件横断歩道が完全に見えなくなった地点で本件信号機が赤色信号を表

示し，本件横断歩道を北行きに走行した本件被害者が原告車の直前に位置

↓,原告車に跳ね上げられ(撮影日時･同日■■■■■■■■■■■表示

速度・時速22km,甲10写真番号了, 8) ,前方に大きく跳ね飛ばさ

れた(撮影日時･同日■■■■■■■■■■■表示速度･時速10km,
¥XO写真番号g) ｡

なお，上記各地点から本件信号機までの見通しを妨げるものはなかった

〈甲10) 。

エ原告車の誤ライブレコーダーに記録された映像が撮影された地点を現場

にて特定すると，おおむね以下のとおりとなる（甲10,甲13)･

甲10写真番号1の撮影地点は本件停止線S9､ 2触手前､(甲13現場

見取図の③地点から本件停止線までの距離）である。

甲10写真番号2の撮影地点は本件停止線21..2m手前（甲13現場

見取図の④地点から本件停止線までの距離>である。 、

甲10写真番号sの撮影地点は本件停止線10g"gm手前〈甲13現場

・見取図の⑤地点から本件停止線までの距離）である。 。

甲’0写真番号4の撮影地点は本件停止線直前（甲淵現場見取図の⑥

地点）である。

、 甲10写真番号γ及びSの撮影地点は本件停止線Sdlm前方（甲13

現場見取図の⑥地点から⑦地点までの距離）である。

甲1C写真番号9の撮影地点は本件停止線前方約S. 1m(甲13現場

見取図の⑥地点から⑧地点までの距離〉である。

(3)本件事故時の状況
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交差点に東から進入した原告車の左前部と，本件南北道路の東側歩道に設置

された本件横断歩道を南から北に向けて進行した本件被害者の運転する自転

車の右前部とが，出会頭に衝突し， これにより，本件被害者は自転車もろと

も転倒し，

■■■■■■■■の傷害を負った。5

本件被害者は，

10

■■■■■■■■■(甲'γ) 。
(4)本件事故に係る捜査経過及び捜査段階における原告の供述状況等

ア原告は，本件事故直後に現場に臨場した警察官に対し；要旨，無理をし

て交差点に進入してしまった，本件信号機が赤色信号を表示していること

を本件交差点の手前で分かっていたが，信号を無視してそのまま進行して

しまった旨の供述をしたらなお, =本件事故に係る捜査は当初，過失運転致

傷被疑事件として捜査が進められていた。 （甲乞S)

大阪府■■警察署司法警察員は,平成3'年3月2”，原告車に搭載

されていたドライブレコーダーを精査し，その精査結果を，同ドライブレ

コーダーの記録映像をデジタルカメラで撮影した写真を添付した上，捜査

復命書にとりまとめた（甲'0） 。

大阪塙齢察署司法警察員は,■令和元年5月’卵,原告の立会いの

下，本件事故の現場付近の本件道路等において，実況見分を行った。原告

は，同実況見分の中で，本件信号機の黄色灯火を見た地点として，本件停

止線手前約Sg. 2mの地点(同月1ア曰付け実況見分調書の現場見取図

の③地点）を，本件信号機の赤色灯火を見た地点として，本件停止線手前
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約21. 2mの地点〈同現場見取図の④地点）を，本件横断歩道上に歩行

者が立ち止まるのを見てアクセルペダルを緩め減速した地点として，本件

停止線付近く同現場見取図の⑥地点）を，それぞれ指示説明した。 （甲1

3）

イ原告は,その後,令和元年乞月22日，同月2”にそれぞれ大阪咽

■警察署司法警察員から，同年9月SO臼に大阪地方検察庁検察官から取

調べを受けた。原告は，同年5月22画の司法警察員による取調べにおい

て，本件信号機が赤色信号を表示しているのを認識しながら，アクセルペ

ダルを踏み込み，本件交差点に進入した旨の供述をした。また，同月29

日の司法警察員による取調べにおいて,これと同旨の供述をするとともに，

その理由について,本件信号機が赤色信号を表示しても，全赤が3秒ある

から，本件交差点を通過することができると考えた旨の供述をし，本件信

号機が赤色信号を表示しているのを見た地点について，本件停止線手前約

21. 2mの地点(同月1γ日付け実況見分調書の現場見取図の④地点）

であった旨の供述をした。さらに，同年9月SO日の検察官による取調べ

においても，これと同旨の供述をした。ただし，原告は，同麗の検察官の

取調べにおいて，同年5月29日の司法警察員による取調べに係る供述調

書では，本件事故を起こす直前, ■左方から歩行してきて本件横断歩道の手

前で立ち止まった女性を見て， 『危ない。 』と思ったが，アクセルを緩め

ただけで,ブﾚｰｷを踏み込まなかった旨の記載がされているが,■■■■
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■■■■■■■■実際は,上記女性を見た瞬間に急プﾚｰｷを掛けた
として，上記の供述調書について，上記の記載についてのみ訂正すること

を求めた。 （甲15,甲24,甲25 (枝番を含む。 ) )

ウ本件事故#こ係る捜査は，前記アのとおり，当初は過失運転致傷被疑事件
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として捜査が進められてきたが，同年ら月29日，罪名が過失運転致傷罪

から危険運転致傷罪に変更され，同年9月2日，危険運転致傷罪の罪名で

大阪地方検察庁検察官に送致された（前記前提事実(さ〉） 。そのため，原告

は，検察官の上記取調べを危険運転致傷罪の被疑者として受けていた（甲

15) 。また，原告は，検察官の上記取調べに先立つ，同月21B,大阪

府公安委員会から，本件事故により免許の取消事由に該当することになっ

たとして，法104条1項の規定による意見の聴取を同年10月23=に

行う旨記載された意見の聴取通知書を受領した｡同通知書には,本件事故

における違反行為の種別等が，危険運転致傷等に該当する旨の記載があっ

た。 （甲29 (枝番を含む。 ) ) ｡ ･

自動車の空走距離，制動距離及び停止距離

空走時間を0． 75秒とした場合，乾燥したアスファルト路面(摩擦係数

を0． 7と･する。 ）における，自動車の空走距離，制動距離，停止距離は次

のとおりである（甲39,乙') 。 、
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空走時間を2秒とした場合（したがって，空走距離は空走時間を1秒とし

た場合（甲3gの4枚目参照)の2倍となる｡),"乾燥したアスファル器路面

〈摩擦係数をO｡ 7とする｡）における， 窒動車の空走距離,制動距蕊停止

距離は次のとおりである（甲39)｡

15

15

空走距離(A) 制動距離(B)
む

停止距離(A+B)

時速1Skm 3． 13m

P

1.27m 4 40xn"

時速20km 4 17m

由一 一

2． 25m 6, 42m

ﾉ ｡

時速25km S、21m， 3． 51
｡ ●

m ･ 8. 72xn
、 ．

空走距離(A) 制動距離(B) 停止距離(A+B)
q q

時速15遼馳 S. 34m 1 Z7m 96 61m

時速20km 11. 12m 2． 2Sm 13． 37m



′‐

時速25km 13. SSm 3. 51m 17&39m

2原告が本件信号機の赤色億号の表示を視認した地点に関する事実認定

（1）前記認定事実を踏まえ，原告が本件信号機の赤色信号の表示を視認した地

点について検討すると，前記認定事実(1)イのとおり,本件道路は平坦な直線

道路であり，前記認定事実(2)のとお,汐，本件道路を本件交差点に向かって走

行中の窒動車の運転者からみて，本件道路の本件停止線手前約39. 2mか

ら本件交差点に至るまで，本件信号機の見通しを妨げるものはなく，本件事

故時の天候は晴れであり，原告の視がこも問題がないなど，本件事故直前に

おける原告の本件信号機の視認状況は良好である。また，原告は, ･前方を向

いて原告車を運転しており,前方の本件信号機の視認を妨げる事情，すなわ

ち，脇見をしたり下を向いていたりしていたなどの具体的な事情は見当たら

ない｡これらの事情からすると，原告は，本件信号機が赤色信号を表示した

時点，すなわち本件停止線21｡ 2m手前の地点（甲x●写真番号2,甲1

3現場見取図の④地点）において，本件信号機の赤色信号の表示を視認した

と強く椎認することができるところ，そのような推認を妨げるべき合理的な

事構は具体的に明らかではない、 ○

したがって，原告が,本件信号機の赤色信号の表示を視認した地点は，本

件停止線手前約21. 2mの地点であったと認めることができる。

（2）原告の主張の検討

ア原告車の走行位置及び速度について

桐原告は,0GPS機能付きのドライブレコーダーの表示速度は,_当該

自動車の直近の移動距離を経過時間で除したものであるため,約1秒ず

れている，すなわち，約1秒前の当該自動車の速度を遅れて表示してい

る，②表示されている位置鯛係（獄ライブレコーダーのGPS機能が計

測し， ドライブレコーダー画像上に表示した緯度や経度）もずれている

と主張する。
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㈱そこで，まず，前記②の主張について検討するに， 甲13の現場見取

図はドライブレコーダーのGPS機能に頼って作成されたものではない

から，そのGPS機能の計漁の正確性は，原告車の位置関係を特定する

上では何ら問題とはならない。むしろ， 甲10添付の各写真から窺われ

る原告車の進行方向の見通しの状況は， これに対応する甲13の現場見

取図から窺われる原告車の進行方向の見通しの状況とおおむね一致して

いることが認められるから, .Fライブレコーダーの記録映像は現場の状

況を正確に反映したものであるというべきである。

次に，前記①の主張について検討するに，速度は移動距離を移動時間

で除したものであるため，当該時点の速度といっても当該時点から遡っ

た一定時鍬ごおける移動距離に基づいて測定されたもので,その意味で

は過去の速度ともいい得るものであることは否めない。ただし，原告の

主張を前提としても，ドライブレコーダーで記録された当該時点の速度

はその1秒前の速度を示しているという程度の差異があるにとどまる。

そして，前記認定事実(2)ウのとおり，甲10写真番号1 (■■■■■■

では時速121km,写真番号z及び念 （■■■■■■■■■■

■では時速19km,写真番号4から6まで(午前7時12分39秒）

では時速22km,写真番号7及びS (■■■■■■■■■■■被害者

に衝突した瞬間である｡）では時速22km,写真番号g

■ 被害者を跳ね飛ばした瞬間である｡ ）では時速10kmと

表示されており，衝突の瞬間までの原告車の速度の上がり方が緩やかな

ものであったことを踏まえると， 1秒前の速度が表示されていることに

よる誤差の程度は， これがあったとしても僅かであったというべきであ

5
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る。

原告の上記主張は採用することができず，そのほか, Fライブレコー

ダーの測定結果に疑義を挟む事情は見当たらないことを考慮すると，原

25
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告車の走行位置及び速度はFライブレコーダーにほぼ正確に測定されて

おり，信用性が高いというべきである。そして，前記のとおり， 甲13

の現場見取図はj甲10のIぐうイブレコーダーの記録映像と整合してい

るから，上記現場見取図も信用性が高いというべきである。

(鋳したがって，原告車の走行位置及び速度は， 甲10及び甲x3のとお

り認められるというべきである。

原告が本件信号機の赤色信号の表示に気付かなかった理由について

(ｱ）原告は,本件停止線手前約10. 5mから本件停止線の間の地点に至

るまで，本件信号機が赤色信号を表示していることに気付かなかった，

5

イ

これは，10

◆
●
●

●

や
。
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み
参
４

．
●
一

《
◆

つ
○
勺
戦
や
、
や

参
琴
心
秒
。

■と主張する。
㈱しかしながら，原告は，本件信号機が黄色信号を表示していた時の原

告車の走行位置である本件停止線手前約ggo zmの地点から，本件事

故時（本件被害者との衝突時）の原告車の走行位置に至るまでの間，前

記認定事実(Z>のとおり，走行速度を減速させることな<,かえって，時

速約12kmから時速約22kmまで加速させている（本件道路は平坦．

な道路であって, この加速は原告がアクセルペダルを踏んだことによる

と考えられる。 ） ･原告車は，本件停止線手前約3g. 2mの地点から

本件事故（本件被害者との衝突）が発生した地点まで，走行時間として

約7秒間を要したことが認められ､(甲XO) ,約7秒間もの間対面信

号機である本件信号機をほとんど確認することがなかったとはおよそ考

え難い。これらの事情に照らすと，原告が原告車を加速させたのは，本

件億号機の黄色信号ないし赤色信号の表示を認識しながら，その表示に

従って本件停止線前で停止するのではなく，本件交差点に早く進入しよ‘

うとしたというのが,原告の意図であったとうかがわれ,原告が■■■■

15
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25
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一は考え難い。

この点を措くとしても，原告が 理由と

して原告の主張するところは，
苧

■■■程度であり,どの時‘■■■■程度であり，どの時点から

■■■■■■■■どのようなもので■■■■■■■■どのようなものであり，

ど,上記主張を裏付’ど,上記主張を裏付け

5

る具体的な事情は明らかでは

なり迄本件事故直前の原告の心理状態が，直線道路において前方を注視

し，対面信号機の信号表示を確認するという， 自動車運転者にとっての

最も基本的かつ容易な作業にさえ注意を払うことができないような特異

なものであったことを基礎づけるには至らない。

<鋳以上の点に加え,前記認定事実（”とおり,原告は,■■■■■■

”

今
や
麺

◆
つ

ぷ〃
心
等

シ
参
ご
鋲
妙

あ
己

季
今
、
尋
や
今
ず
争

争
寺
心
今
毎
、

や,原告は,本件事故一

■勤ら本件道路を利用しており,本件交差点の先に本件信号機が設置
されていることを十分に把握していたと考えられることも考慮すると，

■■■■■■■■■■■■■■■■ため，本件停止線手前約10.5mから

本件停止線の間くらいの地点に至るまで,本件信号機が赤色信号を表示

していることに気付かなかったとの原告の主張は,不合理であり，採用

することができない。

ウ捜査段階の供述の信用性について

（ｱ）原告は，捜査段階の供述は捜査官の誘導によるものであって信用性が

ないと主張する。しかしながら，前記認定事実(2)のとおり,原告が本件

停止線手前21. 2m地点にて本件信号機が赤色信号を表示していたこ

とを認識し得た事実は，原告の捜査段階の供述に頼ることなく認定する

． ことができる。そして，原告が本件繧号機の赤色表示を認識していたと

強く推認することができ，そのような推認を妨げるべき合理的な事情は

具体的に明らかではないことは，前記(1)のとおりである。ただし，原告

X5
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の主張に鑑み，原告の捜査段溌の供述の繕鶏性#こづいて検討する左，以

下のとお諺，これを信用することができるというべきである。

蛾原告りま，前議認定事実側のとお諺，実況見分及び司法警察灘こよる取

調べ#こおいて，本件停止線手前約21…霊猟の地熱こおいて，本件信号

機の赤色繕号を表示しているのを見た篝の指示説明や供述をし,その後

の検察官lこよる駁調べ髄おいても,本件繕号機の赤色繕号の表示を見た

蝋糾こついてば,潟言の供述鞍してお診， この点#とついて#本徐訴訟前

鈴捜査段階#こおいてば，原舎の儀述等減一貫している｡=そして，原告の

供述等は,蕊ライブレ画一グーの認録から認められる事実〈甲x●参照
： ．

なお, -"XC<渡ライブレ勲一グー精査結築に係る捜査復命書〉添付の

写真番号1から1●までは，原告熱こ搭載さ説ていた輩ライブレ鐵島グ

ーの爾像で為参，濁灘像が表示している本件事故当餓こおける原告軍か

らの前方映像，録圃濁涛及び表示速度は正確なものであると認められる

〈前調麹ア参聯。 ） といった客観鯰事実とも符合l〆ている。 ，

したがって，原告の捜査段溌の供逮等紘，繕溺懲が齋い徴 ，

糊原告ば，雑速璽0kmの場合， ，x秒線こ進行する速度は約5〃s腿Iこ

すぎないところ，本件交差点の全赤状態漣S秒簡しかいないから，本件

交差点の直前りこお謬る原篝車の速痩〈時速22km)を舗提としても，

20風以上の道幅がある本件交差点を全赤状態で通遥することは到底不

可能であると主張して，原告が本件交差点の信号が全赤状態となってい

る録こ本件交差点を通遷延ようとした旨の供述が記載された検察官調書

（甲1夢）の信用性はないと主張する｡

しか迄ながら;原告鱗本件交蕊点を漠遥するので織鞍く右講する予

定であ・たのであるがろ《舗認舗提事実働〉 ，原織こ獄,安對こ右折を

遂げるため{こ減，それほど瀬速するこ塗ができない事鋳があったといえ

る熱また，原皆織，溌記認定事実鰺)のとお諺,‘本件繕号機が黄色繕号を

5
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表示していることを視認した後，原告車の速度を時速約12kmから時

速約22kmへと時速約10km加速させているところ，原告が，本件

交差点の全信号機が赤色信号となる時間や,原告車が本件交差点を通過

するのに必要な時間を正確に把握していたとは限らないことに照らすと，

上記の加速が,"客観的;こみれば原告車が本件交差点の信号が全赤状態と

なっている間に本件交差点を通過するのに不十分なものであったとして

も，それは，原告の検察官調書（甲15)の信用性を否定するものとは

5

ならない。

倒原告は，前記認定事実径)の捜査段階の指示説明や供述は警察官の誘導

に従ったものであって信用することができないと主張し，誘導に従ったiO

理由として，
‘，

今

ひ令 ◆
会

へ ●

今 蒐会

色 あ
げ

や秒 の ● ◇
4才 参 ◆ ◆

雀 。 ●●
争

守 動

15

どと主張する。

しかしながら,前認ｲ)のとおり,原告の捜査段階の指示説明や供述は，

本件信号機の信号表示を見た地点という重要な部分で一貫してお参，客

観的事実とも符合するものである｡原告の主張する警察官の誘導とは，

本件事故について出合い頭の交通事故として取り扱うとの説明を繰り返

ししていたというものや，実況見分に先立ちドライブレコーダーの動画

を見せたなどというものにとどまり， これらの警察官の言動等が，原告

に虚偽の供述を誘発するような不当な心理的な影響を与えるものとは評

戸

〃

20

価し難い。

原告は，25

旨主張するが，原告は，前記認定事

21



実縫)ウのとお診，検察官の取調べ;こ先立ち,大阪府公安委員会から，本

件事繊こおける違反行為の種別等を危険運転致傷等とする免許の取消し

に係る意見の聴取通知を受領しており，かつ，検察官の取調べは，過失

運転致錫被疑事件ではなく危険運転致傷被疑事件として行われたのであ

るから，原告は，遅くとも検察官の取調べの時点においては，本件事故

について，危険運転致傷罪で処罰される可能性も否定できないことや，

原告が同罪に当たる行為をしたことを前提とする行政処分を受ける可能

性があることを十分Iこ認識していたといえる．それ#こもかかわらず，原

告ば，検察官の取調べにおいても，本件信号機の億号表示を見た地点等

について，警察官の取調べ腱おける供述内容と同旨の供述をしていたの

であるから，原告の上記主張は採用することができない。

原告は,衝突するまで急ブレーキを掛けていないとの警察官調書は， 〉

客観的事実に反するものであ夢,捜査機溌の作文であるども主張するが，

前記認定事実樫>イのとお診，検察官による取調べにおいて，警察官調書

の記載について，本件事故直前に急ブレーキを掛けたという自己に有利

な内容に訂正することを求めているのであ診，原告の捜査段階の供述調

書が，警察官等の捜査機関に誘導されるまま極作成されたもので当時の

宮らの認識と異なる内容の供述を強要されたものであると減いえない。

‘原告は，時速約SSkmないしSSkmで走行していた被告人車両の

対面信号機が赤色表示になっ更から12秒後に発生した交通事故につい

て，被告人は赤色表示に気付かないまま被害者に気徹いたとの事実を認

定した刑事判決(大阪高裁令和2年γ皇3日判決甲4s〉があると指

摘する。

l〆かしな蕊ら，周判決の事案減，被告人の対蒲億号機溌赤色表示にな

ってから12秒経過し，交差道路の信号銭が青色表示;こなってから8秒

経過した後に発生した交通事故につき，赤色億号を殊更に無視したとし
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て危険運転致死傷罪を主位的訴因として起訴されたものである。同判決

は，赤色信号になってから12秒も経過していれば，交差道路は青色信

号緯なっていて，当然走行する車両や歩行者が予想されるから，交差道

路の交通状況に注意を払うのが通常ど思われるのに,被告人は，その点

の注意が疎かとなって交通事故を惹起しているとみるべきである（その

ような重大な見落としをしたことの事情として，余命数か愚どの宣告を

受けた弟の病状を考えていたためであるという一応の説明は可能である｡）

5

とした。

他方,本件交通事故は，本件交差点が赤色信号を表示してから3秒程

度とほぼ全赤の範囲内で発生しているのであって，交差道路の交通事鋳

;こついて考慮すべき程度葱顕識乙異なるので,本件と憾事案を異りごする。

’ 以上ｲこよれば，原告の主張を検討しても，原告の捜査段階の指示説明

や供述の信用性は高いというべきである。 。

1 〈危険運転致傷罪に当たる行為の有無）について

”
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訣
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3争点1 〈危険運転致傷罪に当たる行為の有無）について

（1）原告が『赤色信号…を殊更に無視し』たといえるかりこついて

ア宮動車運転死傷行為処罰法2条5号にいう『赤色信号…を殊更に無視し』

とは, "およそ赤色信号に従う意思がないものをいい,赤色信号の確定的な

認識があ診，停止位置で停止することが十分可能であるIこもかかわらず，

これを無視して進行する行為がこれに含まれる｡また,､赤色信号であるこ

との確定的な認識がない場合であっても，信号の規制自体に従うつもりが

‐ないため,≠その表示を意に介することなく，たとえ赤色信号であったとし

てもこれを無視する意思で進行する行為も,これ;こ含まれると解される(最

高裁判所平成Z◎年くあ）第1号同年10月1s臼第学小法廷決定・刑集

ら2巻9号迄797頁参照） 。

‐ イ<ｱ〉本件Iこついてこれをみる之，原告は，本件停止線手前約2X. 2mの

地点#こおいて，本件信号機が赤色信号を表示しているのを視認し， これ
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に気付いたのであるから（議記2） ， この地点において本件信号機が赤

色信号を表示していることを確定鋤こ認識していたといえる。

そして，その時の原告車の走行速度は，時速約19IKxnであったとこ

ろ，走行速度を時速ZO堂蹴と仮定した場合の，本件道路のような乾燥

したアスファル器路面における自動車の停止距離は，空走時間をO｡ 7

s秒と仮定L,た場合又は原告が主張するように原告が■■■■■■■■■

■ため空走涛間を約2秒左仮定した場合のいずれであっても，計算上，

患。 叉7孤又は11． 12噸}ことどまってお沙 （前記認定事実is)) ,本

件停止線までの距離である約214 2mを相当程度下回っている。

そうすると，原告には,本件停止線手前約21． 2xxxの地点において，

本件信号機が赤色億号を表示していることの確定的な認識があり，その

地点において制動措置を講ずれば，本件停止線手前で停止することが十

分可能であったといえる。

したがって，原告は，本件事故において, 『赤色信号…を殊更に無視

5
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し』たといえる。痘

納本件停止線手前約21. 2鋤の地点における原告車の走行速度が時速

"XgIK願であることは,前記のとお参， ドライブレニx－グーの表示速

度(甲’⑧写真番号z参照)によって認定することができるものである。

‐ その点を措き，甲10添付の写真番号盆の猿ライブレコーダー画像が

示す地点（甲13現場見取図の④地点)における原告車の実際の走行速

度に原告が主張するような表示速度のずれが生じたため, ドライブレコ

ーダー〈甲10)に表示された原告車の速度である時速約19kmが，

実際は,それより1秒程度前の時点における原告車の速度であり，それ

ゆえ#こ上記地熱こおける原告車の実際の速度雄，上記表示速度よ鞍も多

■少速かつた（前記認定事実働のとおり,,原告車は順次加速していた｡ ）

と仮定しても，原告車の本件事故に至るまでの最高速度が時速約22k
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§

mにすぎないから， 甲10添付の写真番号2の地点（甲13現場見取図

の④地点)での速度がこれを超えるこ｡とはない。獄こ仮定を重ね，走行

速度を時速Z急進腿とした場合の富動車の停止距離は，計算上' S. 7

2m(空走時間を○・ 了S秒とした場合）又は17. Sgm(空走時間

を窒秒とした場合）にとどまっており （前記認定事実<S)) ,甲13の現

場見取図の④地点から本件停止線までの距離である約21． 2mを相当

程度下園っている。

これらによれば,原告の上記①②の主彊を踏まえても,前記㈱の認定，

判断は左右されない。

(2)原告が『重大な交通の危険を生じさせる速度で富動車を運転jしたといえ

5
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るか1こついて
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争

●必 ⑨等

鰯参⑤ ●

韓簿 鯵謬

参 ●曇

ア童動車運転死傷行為処罰法霊条5号にいう 「重大な交通の危険を生じさ

せる速度』．とは，赤色億号を殊更#こ無視した車両が，他の箪両と衝突すれ

ば重大な事故を惹起すると一綱こ認められる速度,叉は,重大な事故を回

避することが困難であると一般に認められる速度を意味するものと解され15

る。

イ<ｱ〉本件についてこれをみると，南北道路や南北道路東側歩道には相応の

交通量があることがうかがおれ〈前記認定事実(1)ア） ，本件道路から南

・北道路及び南北道路東側歩道の見通しは悪く，本件停止線付近までに至

らないと南北道路東側歩道における歩行者や自転車の有無を確認するこ

とが困難である（前記認定事実韓ｲ〉ところ，本件停止線から,南北道

路東側歩道の延長線上に設置された本件横断歩道までの距離は約2. e

凧である（前記認定事実〈1)ｱ） も時速2()k卿の童動車の停止距離は，

計算上, 6｡ 42m(空走時鶴を0. 7S秒とした場合）であることか

らすると （前記認定事実(S)) ,上記のような状況の本件信号機が設置さ

れた本件交差点内に，時速約2霊進、で自動車を進入させた場合，同自

20

25

25



動車の運転者は，歩道上の歩行者や自転車の動静(こ即応して，急制動を

講じたとしても,歩行者や童転車との衝突を回避することが困難である。

そして，時速約22kmの速度で走行する富動車と，歩行者や自転車と

が衝突すれば,重大な事故が生じる可龍性が一般的に高いといえ,実際，

本件事故によ霧．本件被害者ば, 童転車もろとも転倒し,■■■■■5

＃

■■■をいう傷害を負う#こ至っている揃記前提事実②,前記認定事実

(S)) 。これらの箏情に照らせば,本件交差点に進入する直前の涛速約2

2進、という速度は，赤色信号を殊更に無視した車両が，他の車両と衝

突すれば重大な事故を惹起すると一般に認められる速度，又は;重大な

事故を回避するごとが困難であると一般りこ認められる速度であるといえ

”

多
●

参 ●

、秒 ●
等

等 ｡

争

今 ●禅

簿◆ 妙

｡ ＠ ‘等
◆

毎 鯵

る。穆

鎌

心たがって，原告は，本件事故において， 『重大な交通の危険を生じ

させる速度で自動車を運転』したといえる。

㈱原告は，本件事故の発生場所は青色信号に従って直進する車両減自転

車しかいない横謬渉道であるところ，時速SOkmで走行する車両には

ねられた歩行者のgO%は生存すること等に照らせば，横断歩道という

具体的な場面に畷っていえば,時速2Ck醜の速湊ば憧大な交通の危

険を生じさせる速度』とはいえない言主張する△

しかしながら，本件事故の発生場所を走行する車諏が自転車#こ限られ

るとしても,自転車と時速約Z2kmで走行する自動車とが衝突すれば，

自転車の運転者が自転車もろとも転倒したり，最悪の場合，そのまま当

該宕動車に礫過されたりしてしまうなどして，重大な事故が生じる可能

性ば一般的に高いということができる勤また，仮Iこ原告の主張するとお

”，時速SC堂随で走行する自動車にはねられた歩行者の90%は生存

することができ，時速20k鯛で走行する舅動車との衝突による衝撃等

轡
令
鐘
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は， より軽微なものになると考えることができるとしても， 当該歩行者

〈塞転車の運転者も含む｡｡ "）が,上記のような態機の事故Iこより，重い

傷害を負う可能性は高く，そのような傷害を生ぜしめる事故は,重大な

事故であると評価することができる。現に，本件被害者は，前記のとお

汐,本件事故によ参， 自転軍もろとも転倒し,■■■■■■■

』

5

の傷

害を負っているのであって，本件事故は重大な事故左評価されるべきで

ある。

心たがりて，原告の主張減採用することができない。

(S)小括（争点1について）

以上によれば,原告ば，本件事故において，危溌運転致鶴罪に当たる行為

をしたといえる。

4争点2(本件処分に裁量権の範麗の逸脱。濫用があるか否か〉について

(1)法1．3条Z項は,免許を受けた者が受けた者が，危険運転致傷罪に当た

る行為をしたとき（法103条Z項ら号，宮動車運転死傷行為処罰法2条(5

号（人を負傷させた場合） ）の罪に当たるものをしたとき）等に該当するこ

ととなったときば，都道府県公安委員会は，その者の免許を取参消すことが

できる旨規定するところ,〃取診消すことができる」という規定の文言に照

らすと上記免許を受けた者の免許を取謬消すかどうか#こついては，当該都

道府県公安委員会の合理的な裁量に委ねられているものと解される。もつと

も，同条S項は，同条Z項各号所定の行為をしたことを理由として免許を取

謬消したときは， 3年以上10年を超えない範囲内で欠格潮間を指定するも

のとする旨を定め,そのような悪質，危険な行為をした運転者をより長期間

道路交通の場から排除することとしていることや，同項が適用される場合}こ

‐は，免許の効力を停止する処分を選択する余地がないこと〈同条1項参照）

に照らすと＃法ば，免許を受けた者が，危険運転致傷罪;迄当たる行為を含む
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〃

同条乞項各号所定の行為をL,た場合には，その者の免許を敢竣消すことを当

然に予定しているものと解される。 ．

そうすると，法103条Z項に基づく免許の取消処分が，その裁麓権の範

囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるのは，極めて例外的な

、場合に娘られるというべきである。

②これを本件}こついてみると,前記3のとおり,原告は,本件事故において，

窒動車運転死傷行為処罰法2条謬号の罪である危険運転致傷罪に当たる行為

をしたといえるから,原告の行為ば，法10S条2項遍号}こ該当し，同項の

規定が適用される。そうであるところ，危険運転致傷罪等の罪Iこ当たる行為

を，特に悪質，危険な行為類型と捉える法の趣旨（前記〈1)）が，本件におけ

る原告の運転行為については例外的に妥当しないことを基礎付けるに足りる

事楕は見当たらない。

かえって，本件事故現場は市街淑こある上，本件事故現場付近の本件交差

点で本件道路と交差する南北道路は，合計5車線で車道と｡歩道が区別された

幹線道路であり,南北道路や南北道路東側歩道の交通量は多いのであって(前

記認定事実(1)） ，本件事故現場が車両や歩行者の通行がおよそ想定されない

ような極端に交通量の少ない交差点でないことば明らかであることや，原告

車が本件被害者富転車と衝突する直前〈すなわち，原告車誤本件横断歩道;こ

差し掛かった時点〉において，本件交差点#こおける南北道路の信号機及び南

北方向の本件横断歩道の歩行者用の信号機はいずれも青色信号に変わってい

たこと（甲11，甲12の1・甲Xe(写真番号4) ;"17)に照らすと，
‘ ：

本件#こおける原告の運転行為は，まさに南北道路を走行する車両や本件横断

歩道を通行する歩行者や富転車等どの衝突等による重大な死傷事故を発生さ

ぜる具体的な危険を有する行為#こほかならず，実磯本件事故が発生したも

のである。 、

(S)原告は,本件事故の発生に蓮,本件信号機が赤色信号を表示しているとき

5
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に道路の横断を開始した本件被害者にも一定の過失があること，原告車の走
狐

行速度隙，仮に「重大な交通の危険を生じさせる速度』｡ #こ当たる速度である

としても，その下限に近い速度であること，
、

,本件事娩こ係る刑事処分は，

等に照らすと，5

本件事故における原告の運転行為の実質的な危険性や悪質性の程度は著しく

小さく,本件処分は重きに失する之主張する。

しかしながら，本件事故にお#する原告の運転行為それ奮体が重大な死傷事

故を発生させる高度の危険性を有する行為であったことば前記(2)のとおりで

あり，被害者の横断態様や落ち度如何によって左右されるものではない。ま

た，原告車の本件交差点Iこ進入する直前の時速約22k腿という速度は，前

記3(z)イ㈱のとおり，本件交差点の状況等に照らせば，赤色傭号を殊更に無

視した車両が，他の車両と衝突すれば麓大な事故を惹起すると一般に認めら

れる速度，又は，重大な事故を圃避することが困難であると一般に認められ

る速度であるといえる。そして，免許取消処分の行政冨的は，道路交通上危

険のある運転者を道路交通の場から排除して，道路における危険を予防し，

もって道路における交通の安全を図ることにあると解され"(法1条参照） ，

免許敬蕊処分は，過去の犯罪行識ご対する制裁とL,て行われる刑事罰とは目

的も性格も異なる別個のものであることに照らすと，本件被害者の被害感情

の緩和や，本件事故に係る刑事処分の内容は，本件処分が裁量権の範囲を逸

・脱し又はこれを濫用したか否かを左右する事情ではない。

樫）したがって，原告の主張を踏まえても，本件処分に裁量権の範題の逸脱・

濫用があると認めること撤でき懇い‘

S まとめ

以上#こよれば,原告が特定違反行為である危険運転致傷罪に当たる行為をし

たことを前提に，前歴がない原識こつき同特定違反行為に係る累計点数が危険
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運転致傷等(治療鰯間■■■以上)に付される■■■であることを理由にされ

た本件処分（前記前提事実働ア）は適法である。

結論

よって,原告の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとL,て,

主文のとお諺判決する。

第4

5

大阪地方裁判所第2民事部

泌

③ む

ゆ◎ 争

酋参
・e ◆
蕊 。

◆

辱 ；曾 ⑥写
顛診幹● ■

鋤⑤ 樽｡ 、
●

毒 奪

裁判長裁判官

森 鍵 一

15

裁判官

暁
土
心通園

20

戸

裁判官

豊 臣 鋪亮蕊

’

30



=捌紙1〉

指定代理人憲録

稲井久志，嶋本麗磯瀬尾英之,申出加奈恵，内鬮直剰

以上
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（別紙2）

駕係法令の定め

1 富動車の運転によ諺人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（令和2年法律

第4γ号による改正前のもの6以下『自動車運転死傷行為処罰法』という。 ）･の

定め ・

童勤車運転死傷行為処罰法Z条は，赤色繕号又はこれ#こ相当する信号を殊更に

無視し，かつ，重大な交通の危険を生じさせる速度で舅勤車を運転する行為（同

条5号＞等を行い， よって，人を負傷させた者は15零以下の懲役に処し人を

死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する旨を定めている。

Z道路交通法（以下『法』 という。 ）及び道路交通法施行令（以下r令』とい

う° ）の定め

（1）免許の取消しに関する定め ．

法(令和2年法律第42号による紋璽議のもの｡以下,本条本項につき同じ｡）

103条Z項は，運転免許（以下『免許』という⑥ ）を受けた者が， 富動車運

転死傷行為処議法2条から皇条までの鋼こ当たるものをしたとき（法10S条

2項5号）等に該当すること壁なったとき麓，その者が当該同項各号のいずれ

かに該翌することとなった時におけるその者の住所地を管轄する都道府県公安

委員会は,･その者の免許を取り消すことができる旨定めている。

例免許を受けることができない期御こ関する定め

． 法10S条8項は，都道府県公安委員会は，同条Z項各号のいずれかに該当

することを理由として同項等の規定によ諺免許を取診消したときは，政令で定

める基準に従い,3年以上10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免

許を受けることができない期間（以下『欠格期間jという。 ）を指定するもの

とする言規定する。

令38条γ項鐵，法10S条s項の政令で定める基準どして，■■■におい

て，当該特定違反行為に係る累積点数が別表第3のzの表の第1欄に掲げる区
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分に応じそれぞれ同表の■■■こ掲げる点数に該当した場合につき,欠格期間

を■とする旨規定する｡

(3)特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における累積

点数の区分

ア ザ累積点数jとは，処分の理由となる違反行為（特定違反行為等をいう。〉

及び当該違反行為をした濁を起算日とする過去3年以内におけるその他の違

反行為(ただし,一部の逵反行為を除く。 ）のそれぞれについて令(令和元

年政令第108号による改正前のもの。 ）別表第2に定めるところにより付

した点数の合計をいう （令33条の2第3項柱書き） 。

・イ令別表第3の2の表に規定する「前歴jとは，累積点数に係る当該違反行

為をした画を起算臼とする過去3年以内において，違反行為をしたことを理

。由とL/て法103条1項又は4項の規定による免許の取消し等の処分を受け

たこと等に該当したことをいう （同別表の備考一） 。

ウ特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における累

種点数の区分を定めた令別表第3の2の表は,第1欄に掲げる区分のうち『前

華
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竿
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A

⑥

号： a ●●
;少必｡ ●

串g 、わ●
●

弓 、

15

､歴がない者』に応じ を掲げている。

樫）特定違反行為に付する基礎点数

特定違反行為（令別表第2の2の表の上欄に掲げる行為．令33条の2第2

項1号柱書き。 ）の基礎点数について規定した同表伶和元年政令第109号

による改正前のもの。以下,同表につき同じ。 ）は，危険運転致傷等（治療期20

間■■■以上) (人の傷害(治療期間が

)に係る自動車運転死傷行為処罰法2条
風

（同表備考121) 。 ）に付する基礎点から4条までの罪に当たる行為をいう
◆

数を■定めている。

以上Z5
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